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平成 22 年度第 1回焼津市国民健康保険運営協議会 議事録 

 

１ 議事 

 報告事項 

(1)平成 21 年度国民健康保険事業特別会計の決算見込みについて 

(2)平成 22 年度国民健康保険事業計画について 

(3)平成 22 年度の国民健康保険税の賦課状況について 

 

２ 出席委員 

被保険者代表 

  紅林丈試、伊藤良娘、法月悦子、鈴木小春、大石勝正 

保険医又は保険薬剤師代表 

  勝木俊文、高塚真喜子、岡村裕一、松浦信義 

公益代表 

  櫻井茂樹、伊藤稔英、深津マスエ、蒔田勇一 

被用者保険等代表 

 鈴木治夫、鈴木弘造 

 

３ 事務局出席者 

石川生活環境部長、吉田保険年金課長、中野保険担当主幹、櫛田給付担当係長 

小池国保徴収担当係長、石川保険担当係長、平田給付担当主任主査 

   

４ 内容 

 

事務局 課長    それでは、平成 22年度第 1回焼津市国民健康保険運営協議会に移ります。 

ここで、本日の出席者数を事務局より報告いたします。 

 

事務局 櫛田  本日の出席者数は、被保険者代表 5人，保険医及び保険薬剤師代表 4人，公

益代表 4 人、被用者保険等代表 2 人 以上合計 15 人ですので、焼津市国民健

康保険条例第2条の規定により各区分ごとの委員数の過半数に達しております。 

   したがいまして、本会は焼津市国民健康保険運営協議会規則第 6条により成 

立しております。 

 

 事務局 課長     それでは、議事に移りたいと思いますので、櫻井会長、よろしくお願いいたし

ます。 

           

 議長 櫻井     ただいまから、平成 22 年度第 1 回焼津市国民健康保険運営協議会を開催し

ます。 

ただちに議事録署名人を指名します。 

焼津市国民健康保険運営協議会規則第 8条の規定により、議事録署名人は議

長が指名することになっておりますので、私から指名させていただきます。 



22-013 

 2 

            それでは、5番大石勝正委員、10 番松浦信義委員にお願いします。 

            議事に入ります。 

 「平成 21 年度国民健康保険事業特別会計の決算見込みについて」の説明を

事務局よりお願いします。 

 

事務局        （説明） 

 

議長 櫻井      ただいまの説明で、何かご質問等ございますか。 

 

議長 櫻井      資料 5 ページの差引額 284,697 千円と資料 12 ページの支払準備基金保有高

との関係はどうなりますか。 

 

事務局        差引額 284,697 千円は平成 22 年度の繰越金となりますが、このうち国・県・

支払基金への返還金112,180千円を差し引いた172,517千円について支払準備

基金に積み立てが可能となります。ただし、積み立ての補正予算を組む時に国

保税の収入状況や保険給付費の支出状況を考慮し、それらの収入補てんに必要

となった場合はそちらに回されますので、必要ないと判断した場合に積み立て

を行うことになります。 

 

紅林委員       3 点伺います。資料 5 ページの保険給付費の補正額が昨年度と比べかなり大

きな額になっていますがなぜですか。次に特定健診の受診率が近隣市の藤枝市

や島田市と比べ低いようですがどうでしょうか。次に焼津市の滞納 30 億円が

あり、そのうち 40 数％が国保税とのことでしたが、現在の滞納額、滞納世帯

は何％で何世帯くらいですか。 

 

事務局        1 点目の保険給付費の補正額ですが、平成 21 年度の当初予算を算定したとき

に過去の保険給付費を参考にしたのですが、平成 20 年度の保険給付費は前年

度よりも減少したため、平成 21 年度の当初予算額は平成 20 年度とほぼ同額で

計上しました。ところが、実際の保険給付費は急激に増加し、これでは予算が

不足するということで補正を行ったのですが、結果的に対前年度比で 105.6%

となったように伸びが大きかったため、補正額も大きくなりました。 

           2 点目の特定健診ですが、近隣市では藤枝市、また磐田市や袋井市が 50%近

い受診率となっています。逆に静岡市や浜松市など大きな市では低くなってい

ます。 

           焼津市においては、平成 20 年度の受診率の目標を 35%と設定しましたが実績

は 27.7%でした。平成 21 年度においては、保健センターの保健師による訪問

勧奨やスーパーでのチラシ配布を行いましたが、目標 40%のところ現時点では

28.2%となっており、目標にははるか及ばない状況になっています。 

           よって、今年度においてもさらなるＰＲ活動に努力したいと思います。 

           3 点目の滞納額ですが、6 月末の市税等は 32 億 3,092 万 3千円で国保税の割

合は 50.29%となっています。 
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           昨年度は差し押さえを多くした結果、多くの人が差し押さえ後に納付をし、           

特に固定資産税が多く納入されました。 

           しかし、国保の場合は資産がない人が多いため、収入は多くありませんでし

た。 

           滞納世帯は約 4千世帯となっています。 

 

紅林委員       コンビニ収納についての対応状況はどうですか。 

 

事務局        今年度は軽自動車税についてコンビニ収納を実施しました。他の税について

は来年度の実施予定に向け準備をしています。 

 

議長 櫻井      続いて、「平成 22 年度国保事業計画について」の説明をお願いします。 

 

事務局        （説明） 

 

議長 櫻井      ただいまの説明で、ご質問・ご意見等ございますか。 

 

大石委員       歳入の国保税 608,080 千円、歳出の 690,330 千円の増加というのは、保険給

付費の増加とそれに対する国保税の改正による増加ということになるでしょ

うが、長引く不況による失業者の増加や所得の減少による国保税に対する影響

はどうでしょうか。 

 

事務局        歳入の国保税については、このあとの平成 22 年度の賦課状況の説明の中で

説明をさせていただきます。 

           歳出の保険給付費についてですが、平成 22年度の当初予算は、平成 21年度

の決算見込みの 3%の伸びを見込んであります。今年度の保険給付費は今のと

ころ 3 か月分しかわかりませんが、高い伸びを継続しており、前年度より 5%

伸びています。ただし、これがずっと続くかは不明です。昨年度は 10 月まで

はずっと伸びており、11月から伸びが不規則になり、1月 2月で伸びが落ちた

という状況でありました。今後の動向を注意していきたいと思います。 

            

大石委員       6 月 24 日の静岡新聞に会社員の高齢者は健保にという見出しで、65 歳以上

の高齢者は原則国保に加入し、働き続けている会社員やその被扶養者は健康保

険組合等に加入するという案が示されているようですが、国からの情報はあり

ますか。 

 

事務局        国では今月か来月にそれらの対策を中間報告としてまとめるとしています。 

           医療保険制度は平成 25 年に新しい制度に移行することは決定しています。

保険者の単位は、現在、後期高齢者医療を広域連合でやっていますが、同じよ

うに県単位で行うことで進んでいます。 

           被保険者の扱いは、国の案はさきほどの新聞記事のとおりですが、実際にど
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うなるのかは来月の中間報告にて明らかになってくると思います。 

 

櫻井会長       ただ今の質問に関連しますが、将来、国保の運営主体が県に移行され、国保

税が統一されたときに、今まで一般会計からの繰り入れにより国保税の上昇を

抑えていた保険者においては急激な国保税の上昇が考えられますが、どのよう

になるのでしょうか。 

 

事務局        県単位になった場合には標準税率を定めることになると思いますので、税率

が現在低い保険者はアップとなり、高いところは下がることになります。した

がって、低い保険者は標準税率に合わせる作業が必要になると思います。また、

県に国保税をこれだけ納めなさい、足りない場合は市町で補いなさいという方

法もあるかもしれません。 

 

議長 櫻井      続いて、「平成 22年度の国保税の賦課状況について」の説明をお願いします。 

 

事務局        （説明） 

 

議長 櫻井      ただいまの説明で、何かご質問等ございますか。 

 

議長 櫻井      今の説明で今年度はたいへんきびしい状況であると思います。そこで万が一

予算が不足する場合のことを行政と話はしていますか。 

 

事務局        今回の課税状況については、市長、副市長、財政課に説明をします。予算が

不足した場合は、不足分を基金で対応するのか、一般会計で対応するのか、と

いう協議となりますが、それには、歳出の医療費の支出額を含め、不足額がど

のくらいかを算出する必要があり、そのためには少なくとも医療費の半年ぐら

いのデータが必要と思いますので、その段階で話し合いを行うよう考えていま

す。 

 

蒔田委員       非自発的失業者の対象者が 194 人となっていますが、今後、相当に増えてく

るのではないかと思います。これは全額を国で賄ってくれるのでしょうか。 

 

事務局        国の調整交付金で補てんすることが示されていますが、調整交付金でまるま

る補てんされるかは今のところ不明です。 

           なお、健保の被保険者が後期高齢者に移行したことによって国保に加入する

ことになった被扶養者の国保税の減免も国が補てんしてくれるので、合わせて

交付申請をします。 

 

蒔田委員       もし、全額を国でみてくれない場合は国保が負担することになってしまいま

す。そうなった場合はどのような対応を考えておられますか。 
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事務局        不足した分を一般会計からの繰り入れとして国が定めれば、法定内の繰り入

れとなり安心していられるのですが、現時点では何とも言えません。明らかに

なった時点でさきほどの不足分と合わせて財政課との協議を行っていきます。 

 

議長 櫻井      以上で本日の全ての議事が終了しましたが、全体的に何かご質問等ございま

すでしょうか。 

 

            （質問等なし） 

 

議長 櫻井      それでは、これをもちまして、本日の議題は全て終了いたしました。 

             これにて、平成 22 年度第 1 回焼津市国民健康保険運営協議会を閉会いたし

ます。 

 

 ＜閉会＞ 

 

  


